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1）事業所名及び代表者名

株式会社　相　生
　　取締役社長　山口 洋二

2）所在地
〒８４８－００２８
佐賀県伊万里市脇田町１２０４番地５
TEL ０９５５－２３－９０６０
FAX ０９５５－２３－９０６１
Web http://aioisaga.jp
e-mail aioisaga@jeans.ocn.ne.jp

3）事業内容（対象活動）
佐賀県知事許可(特)３７５９号　土木・管・水道施設・舗装工事業
佐賀県知事許可(般)３７５９号　造園・解体工事業

4）事業規模

5）法人設立
昭和５３年　６月　５日

6）資本金
２０百万円

7）認証・登録の範囲
当社は全組織・全活動を認証登録対象範囲としています

・対象範囲︓本社
・事業活動︓管・土木・水道施設・造園・舗装 工事業

（営業所）
（本社） 322

㎡ －－
322

－
322
322322床面積計

事 業 所 の 概 要

本 社

単位

24 24
744375百万円 516

322322

※ 事業年度は７月１日起算、翌年６月３０日決算

従業員数
売上高
項目

632
25

2021年度2020年度2019年度 2022年度

㎡
人

－
322㎡

26
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【環境保全への行動指針】

(1) 自動車・重機燃料を削減を推進し、二酸化炭素排出量を削減する
(2) 電気使用量を削減を推進し、二酸化炭素排出量を削減する
(3) 建設廃棄物の分別・リサイクルを推進し、排出量を削減する
(4) 水使用量の削減を推進する
(5) 化学物質の適正な使用を推進する
(6) 現場における環境にやさしい施工を推進する
(7) 地域貢献活動を推進する

【法令順守】

環境関係法令はもとより、地域協定等を遵守します。
また、この方針を全社員に周知徹底･発信し、社内外にとらわれない
『大きな輪』となるよう努めます。

制定日
改定日

取締役社長 山口 洋二

環　境　経　営　方　針

2010年12月24日
2021年9月1日

　私達は管･土木･水道施設･造園工事等を通じ、「住みよい環境」をつくって
いる反面、その副産物「環境負荷」を生じさせています。
　当社は「環境負荷」から「環境付加」に替えることを目標とし、社員一人一人
が環境への配慮・継続的改善を念頭に「地球にやさしい住みよい環境」を目指
し、事業活動を行います。
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種　別 単位 基準期間
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

119,907 118,695 117,484
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

12,265 12,141 12,017
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

107,642 106,554 105,467
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

19,781 19,581 19,381
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

17,276 17,102 16,927
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

2,505 2,479 2,454
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

20,768 20,558 20,348
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

2,006 1,985 1,965
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

18,762 18,573 18,383
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

24,377 24,131 23,884
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

123 122 120
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

66 66 65
(1%削減) (2%削減) (3%削減)

⑤

⑥

97.096.095.0

当社は今後３ヶ年の取組にあたり、次頁策定により下記に３ヵ年の環境目標を設定します。
　

⑤,⑥については受注工事形態等により、数値目標は設定せずに推進・配慮を目標とします。

環　境　経　営　目　標

項　　目

①

二酸化炭素
排出量

全　社

kg-CO2

121,118

a 電力使用量

全　社

kWh

b

19,981

本　社 17,451

現　場 2,530

本　社 12,389

現　場 108,729

本　社 2,026

現　場 18,952

c 軽油使用量 現　場 ℓ 24,623

ｶﾞｿﾘﾝ使用量

全　社

ℓ

20,978

② 廃棄物排出量 現　場 % 94.7

③ 水使用量 全　社 ㎥ 124

④ 化学物質使用量 現　場 kg 67

施工(設備・工作物)
の環境性能の向上

　再生資源やグリーン購入法適合品(高炉セメント等)の利用促進、余剰資材の削減・合理
化、騒音・振動に配慮した機械類の選定

地域貢献
(自治体・消防協定) 　環境整備、漏水、氷雪風水害、地震等の災害時に不時出動・応急措置

※電力の二酸化炭素排出係数は九州電力の令和3年度調整後排出係数『0.433kg-CO2/kWh』を使用する
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2022年度 2022年度
(目標値) (実績値)

全　社 121,118 119,907 125,300 96% △

本　社 12,389 12,265 12,602 97% △

現　場 108,729 107,642 112,698 96% △

全　社 19,981 19,781 17,849 111% 〇

本　社 17,451 17,276 17,683 98% 〇

現　場 2,530 2,505 166 1509% 〇

全　社 20,978 20,768 22,411 93% ×

本　社 2,026 2,006 2,089 96% △

現　場 18,952 18,762 20,322 92% ×

c 軽油使用量 総　量 (ℓ) 現　場 24,623 24,377 25,379 96% △

② ﾘｻｲｸﾙ率(%) 現　場 94.7 95 96.2 99% 〇

③ 総　量(m3) 全　社 124 123 108 114% 〇

④ 総　量(kg) 現　場 67 66 34 194% 〇

⑤

⑥

※達成率　○︓98%以上　△︓98％未満〜95％以上　×︓95％未満

総　量
(ℓ)

電力使用量a
①

※電力の二酸化炭素排出係数は九州電力の令和3年度調整後排出係数『0.433kg-CO2/kWh』を使用する

施工(設備・工作物)
の環境性能の向上

　再生資源やグリーン購入法適合品(高炉セメント等)の利用促進、余剰資材の削減・合理
化、騒音・振動に配慮した機械類の選定

化学物質使用量

廃棄物排出量

地域貢献
(自治体・消防協定) 　環境整備、漏水、氷雪風水害、地震等の災害時に不時出動・応急措置

水使用量

b

総　量
(kWh)

ｶﾞｿﾘﾝ使用量

総　量
(kg-CO2)

二酸化炭素
排出量

（2022年7月~2023年6月）
取組期間の実績

判定

　良好な工事受注により、ガソリン及び軽油の使用量が増加した。また、新型コロナ対策 「空調＋換気」 による電力使用量
の増加があるが、取組の効果がみえる。
　今日の世界情勢によるコスト高など難題も多いが、これからも環境への取組みを適切に実施し、改善していきたい。

項　　目 種　別 基準期間
2021年度 達成率
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１. ガソリン･軽油等燃料費削減
① 車両の急発進･急加速をなくし、５秒以上の停車時には

アイドリングストップなど、エコドライブに努めます。
② 資材運搬において過積載防止は当然ながら、運搬ルート

及び時間を見直すことで、『合い積み』運搬を推進し、
人件費･燃料費･CO2排出量の削減に努めます。

③ 適正な空気圧、ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟなど細やかな点検整備を行い、
耐用年数･燃費を向上させ、CO2排出削減に努めます。

④ 工事において手直しが生じないよう、進捗をチェックし、
日頃から最善の工程が導けないか留意します。

２. 電力使用量の削減
① 冷暖房の設定温度は±１℃で約10％の消費電力差があり、

夏季は26℃、冬季は24℃を基準温度とし、節電に努めます。
② 外出時･昼休みの消灯、未使用ＯＡ機器の電源を切ります。

３. 廃棄物の削減
① 現場管理に留意し、手直し等の抑制を図ります。
② 紙は資源であり、焼却せずに100％ﾘｻｲｸﾙを目指します。
③ 裏面コピー･両面印刷を励行し、紙の無駄をなくします。
④ 文書等はデータ化･保存し、ペーパーレス化を図ります。
⑤ 機密(個人情報)文書はシュレッダー処理します。
⑥ 混合廃棄物は各々資源となるよう分別を心がけます。
⑦ ３Ｒ(Reduse:減量･Reuse:再使用･Recycle:再生利用)

４. 水道使用量の削減
① こまめな止水を心がけ、ストッパ付きノズル・節水コマを使用します。

５. 化学物質使用量の削減
① 農薬の希釈倍数、接着剤等の揮発防止など適正な管理をします。

６. 施工(設備・工作物)の環境性能の向上
① 環境に配慮した資機材の選定、余剰資材を削減します。

７. 地域貢献活動の推進
① 自治体・消防協定を柱に地域への貢献活動を推進します。

環 境 経 営 活 動 計 画
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代表者
取締役社長　山口 洋二

環境管理責任者

岩崎 和也

ＥＡ２１委員会 ＥＡ２１事務局

各部門の長 市丸・友廣

役割分担表

・代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ
・環境方針を作成･見直し、環境方針を含む環境文書を周知徹底する
・環境管理責任者、ＥＡ２１事務局員を任命する
・環境への取組を実施するための資源を準備する
・ＥＡ２１全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する
・ＥＡ２１ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築･実
　行し、環境実績を向上させる
・環境方針以外の環境文書の制改定責任者
・上記の結果を社長に報告する
・環境管理責任者を補佐し、ＥＡ２１文書及び記録類の作成･維持･監理を行う
・社外からの環境情報の収集、伝達を行う
・環境方針、自部門の環境目標、環境活動計画を部門全員に周知する
・自部門の環境目標、環境活動計画の達成と実績の把握を行う
・自部門で発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する
・自部門に関連する法規制等を遵守する
・自部門に関連する緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する
・自部門の教育･訓練を実施する
・環境方針の理解と環境問題への取組の重要性を自覚する
・環境活動に積極的に参加する

※２　エコアクション２１委員会の開催を３ヶ月に１回とする。

役割･責任･権限

部門長

※１　環境記録の保存期間は５年とする。

所属

代表者

全社員

ＥＡ２１事務局

従業員数　３０名

ＥＡ２１実施体制

環境管理責任者

総務担当 土木担当 設備担当 造園担当
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①二酸化炭素排出量の削減

②廃棄物排出量の削減

③水使用量の削減

④化学物質の適正な使用

⑤現場における環境にやさしい施工の推進

⑥地域貢献活動の推進

達成
状況

使用量の維持 〇 化学物質の適正管理及び、揮発・漏
洩の防止 〇

取組対象 達成
状況 取組計画 実施

状況 評価(今後の方針)

環境経営活動の取組結果の評価と次年度の取組

〇
電気

使用量
の維持

　目標未達となった。空調と換気のバランス、
フィルター清掃をこまめに行い、節電に努めてい
きたい。

〇

評価(今後の方針)実施
状況取組対象 達成

状況 取組計画

・不要OA機器の節電
・不要照明の消灯
・空調温度の適正化

〇
〇

　グリーン購入適合品を標準とする。資材管理
を推進し、余剰資材を削減する。
　機械についても環境配慮機を選定していく。

グリーン購入法適合品等の利用、余剰
資材の削減・合理化、騒音・振動に配
慮した機械類の選定

・産業廃棄物の適正処理

評価(今後の方針)

評価(今後の方針)

〇
〇
〇
〇

取組計画 実施
状況

取組計画

　一般、産業廃棄物ともに適正な処理を行っ
ている。リサイクル率の維持も目標達成となっ
た。廃棄物ではないが、建設発生土についても
できる限り現場内利用、それ以外についても畑
地の嵩上げ(認可済み)用土とし、再利用に努
めている。

　希釈倍数・保存方法を始め、適正な管理を
維持していく。　※農薬指導士在籍

評価(今後の方針)

　目標を達成している。これからも維持してい
く。

取組対象 達成
状況

〇

〇

施工の環境
性能の向上 〇 〇

・混合廃棄物の分別推進

・両面印刷等の励行
・ペーパーレス化の推進

取組対象

・紙類のリサイクル推進
建設廃材の
ﾘｻｲｸﾙ維持

・手直し等の抑制 〇

実施
状況

取組対象 達成
状況 取組計画 実施

状況

・節水コマの採用
・こまめな止水の励行

〇水使用量
の維持

〇
〇

〇
△

軽油
使用量
の維持

　目標は未達成だが、オートアイドル機の採用
や、作業に応じたアクセル操作は浸透してい
る。今後も取組を維持する。・最良の工法、工程の検討

・エコドライブの励行 〇
〇・建設機械の整備点検

評価(今後の方針)

地域貢献
(自治体・消防)

〇 環境整備、漏水、氷雪風水害、地震
等の災害時に不時出動・応急措置 〇 　各種協定による活動、災害等発生時に対応

できる組織の維持・資機材の保守している。

取組対象 達成
状況 取組計画 実施

状況

　目標達成はできなかったが、エコドライブ、乗
合せの意識も定着。車両購入時にはエコカー
を採用している。

×
ガソリン
使用量
の維持 〇

〇
・運搬方法、ルートの検討
・エコドライブの励行

・車両の点検、整備の励行
〇
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法規の名称
廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
　第６条

　第１６条

　第４条

　第４条
グリーン購入法

家電ﾘｻｲｸﾙ法
　第６条,11条,12条
小型家電ﾘｻｲｸﾙ法
　第7条
ＰＲＴＲ法
　第２条
農薬取締法
　第11条,12条
　第１２条の３
浄化槽法
　第５条の１,４
　第６条

・事業者の責務

・事業者及び消費者の責務

オフロード法
　第４条,1７条
　排出抑制指針 ・燃料の選択及び点検整備の実施

・建設機械の排ガス対策型機械の使用義務

・フロン類の放出禁止
・フロンの引渡し、回収・引取・委託の各書類の授受

ﾌﾛﾝ排出抑制法
　第16条,37条,39
条,41条,43条,86
条,87条

・第一種特定製品の点検、第一種特定製品の充填委託義務、引渡義務

・規制基準の遵守
　指定された機械を使用する作業

自動車ﾘｻｲｸﾙ法
　第5条,8条,73条 ・再資源化預託金等の預託義務

・所有者の責務、使用済み自動車の引渡し義務

・事業者等はできる限り環境物品等の選択に努める。

　また、関係機関等からの指摘、及び利害関係者からの訴訟もありませんでした。

　上記の環境関連法規の遵守状況を確認・評価した結果、違反はありませんでした。

・法適用条件

・浄化槽工事の施工

・設置等の届出

・農薬使用の指導

・農薬使用の禁止、規制

環境関連法規への違反、訴訟等の有無

・下請負人に対する元請業者の指導

・対象建設工事の届出に係る事項の説明等
・対象建設工事の届出等

・保管基準

・一般廃棄物の収集・運搬・処分について、それぞれ許可を受けた業者に委託すること

・投棄、焼却の禁止

・再生資源利用(促進)計画(実施)書の作成および１年間の保存

遵　守　項　目

・特定建設資材廃棄物の再資源化の促進

　第１２条
　　則第8条
　　令第6条 ・マニフェストの交付･保管、報告書

・収集運搬･処理委託業者との契約、許可証写しの保管

建設リサイクル法
　第10条、12条
　 　13条、16条
　　 18条、39条

ﾗｰｼﾞﾘｻｲｸﾙ法
　第４条,５条,9条
　第15条,34条
　令19号,令20号

・対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項
・再資源化等実施義務

・再資源化物の利用促進

騒音規制法
　第３条,１４条

振動規制法
　第３条、１４条

・特定建設作業の届出

・特定建設作業の届出

・規制基準の遵守
　指定された機械を使用する作業
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作成日

取締役社長 　山口 洋二

・環境活動計画、実施体制の変更（新規採用、退職等）

・環境への取組

・環境経営システム

2023年8月1日

代表者による評価と見直し

評　　価

見 直 し

燃料関係で目標達成できなかった項目が多い。
　
エネルギーコスト上昇のなか、好調な売上高に現地一品受注生産の技術や
経験を活かし、エネルギー生産性を向上させていきたい。

　
四半期ごとの報告会により、環境経営システムは有効に機能している。
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